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スマート申請方法 

 

①通知または本市ホームページに記載のＵＲＬから当該サイトを開く        ②申請者の情報を入力 
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③届出内容を入力 

 

事業所所在区以下、必要項目を入力。                   次に届出を行う事業を選択し、「次へ進む」 

                                     （続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

④ 届出書類の添付 

 

次に作成した別紙 10 を添付し、次へ進む                   ※③で「指定訪問介護及び指定介護予防・日常生活支援総合事業 

                                       第１号訪問事業」を選択した場合は、下記の画面。  
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⑤「正当な理由」の有無等を選択 

                                        

「正当な理由」の有無等を選択し、「次へ進む」                 ※③で「指定訪問介護及び指定介護予防・日常生活支援総合事業 

（ｂ、ｄを選択した場合は⑥へ）                        第１号訪問事業」を選択した場合は、下記の画面。 
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（「『ｃ：その他正当な理由がある場合』あり」を選択した場合）          ※③で「指定訪問介護及び指定介護予防・日常生活支援総合事業 

「正当な理由」について、ご記入いただき「次へ進む」               第１号訪問事業」を選択、⑤で両方「ｃ：そのほか正当な理由 

がある場合」を選択した場合は、下記の画面。                                 
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⑥申請内容を確認する。誤りがあった場合は「編集する」から修正       ⑦申請が完了したことを確認 
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（参考）複数の事業所を同一申請者が申請する場合              （参考）処理完了後 

・「⑥申請が完了したことを確認（前ページ）」の画面にある 

「申請内容はこちらから（申請内容）」を開く                 スマート申請で登録したメールアドレスに受付メールが送信される 

・または、申請画面右上にある「 （ログイン者氏名）」から申請一覧→ 

過去の他の事業所の申請の「詳細を確認する」を開く 

（↓以下の画面が表示↓） 

「この申請を元に新規申請」から別の事業所の申請も可能（申請者の情報 

 を繰り返し入力は不要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


